
非 常 勤 職 員 の 災 害 補 償 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則 の あ ら ま し  

 

１  売 春 防 止 法 の 改 正 に よ り 補 導 処 分 が 廃 止 さ れ る と と も に 、 婦 人 補 導

院 法 の 廃 止 に よ り 婦 人 補 導 院 が 廃 止 さ れ る こ と に 伴 い 、 休 業 補 償 を 行

わ な い 場 合 か ら 同 法 第 17条 の 規 定 に よ る 補 導 処 分 と し て 婦 人 補 導 院 に

収 容 さ れ て い る 場 合 を 削 除 し ま す 。  

 

２  こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ま す 。  


